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写
学校法人運営調査における経営指導の充実について（通知）

急速に進展している産業構造や経済社会の変化に伴う社会人の学び直し及びグロ

ーバル化の進展に伴うより積極的かつ戦略的な留学生の受入れといった，大学等の高

等教育機関（以下「大学等」という。）における新たな教育ニーズが生じることが考え

られる一方， 18歳人口の大幅な減少期を迎え，これまでの大学等の主たる教育対象

である高等学校等からの進学者については，相当規模の減少が見込まれています。

この‘ょうに大学等の経営にとって極めて大きな環境の変化を迎える中，学校法人に

おいては，経営力を一層強化し，継続的・安定的に質の高い高等教育を提供すること

により，学生，保護者はもとより地域社会の信頼と支援を得ていくことが重要です。

文部科学省では，従来より，学校法人の健全な経営の確保に資することを目的とし

て，学校法人運営調査において，学校法人の管理運営組織，その活動状況及び財務状

況等について実態を調査するとともに，必要な指導・助言を行っております（別紙1

参照）が，上記状況を背景に，「私立大学等の振興に関する検討会議議論のまとめ」

（平成29年5月15日私立大学等の振興に関する検討会議）や「今後の高等教育の

将来像の提示に向けた中間まとめ」（平成30年6月28日中央教育審議会大学分科

会将来構想部会）等において，経営指導の充実の必要性に関する提言がされてきたと

ころです。

経営指導の具体的な充実方策については，学校法人運営調査委員会及び大学設置・

学校法人審議会学校法人分科会の下に設置された学校法人制度改善検討小委員会に

おいて議論いただいてきたところであり，その内容を踏まえ，平成31年度からの学

校法人運営調査においては，下記のとおり経営指導の充実を図りますので，御承知お

き願います（別紙2参照）。

また，各学校法人においては，この機会に自己の経営状況について改めて点検を行

い，必要な経営改善に取り組んでいただきますようお願いします。

なお，日本私立学校振興・共済事業団が，学校法人の経営改善等を支援する各種サ

ービスを提供しております（別紙3参照）ので，適宜，御活用ください。
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1.経営指導強化指標の設定（別紙2①参照）

学校法人を取り巻く今日の厳しい経営環境を踏まえ，経営悪化傾向にあるもの

の，直ちに適切な経営改善に取り組めば改善の余地があるという状況の目安とな

る具体的な指標（以下「経営指導強化指標」という。）を以下の（ 1)かつ (2)

と設定すること。

(1)貸借対照表の「運用資産（注!)ー外部負債（注2)」が直近の決算でマイナス

(2)事業活動収支計算書の「経常収支差額（注3)」が直近3か年の決算で連続マイナ

ス

（注1) 運用資産：すぐに換金可能な資産。学校法人会計基準（昭和46年文部省令第
1 8号）第35条第七号様式における，固定資産のうちの特定資産及び有価証券，
流動資産のうちの現金預金及び有価証券の合計（別紙4参照）。

（注2) 外部負債：外部から返済を求められる負債。学校法人会計基準（昭和46年文部
省令第18号）第35条第七号様式における，固定負債のうちの長期借入金，学
校偵及び長期未払金，流動負債のうちの短期借入金， 1年以内償還予定学校偵，
手形債務及び未払金の合計（別紙4参照）。

（注3) 経常収支差額：資産の売却など臨時的な要素となる特別収支を除いた収支。
学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）第23条第五号様式における，
（教育活動収入計＋教育活動外収入計）ー（教育活動支出計＋教育活動外支出計）
（別紙4参照）。

2.学校法人運営調査の対象校（別紙2②参照）

(1)毎年度行う学校法人運営調査の対象法人については，学校法人運営調査委員会

において，財務状況，定員充足状況，過去の調査状況等を総合的に勘案して決

定しているが，平成31年度からは，前回の学校法人運営調査から長期間未実

施で経営指導強化指標に該当する学校法人も対象とすること。

(2)なお，経営指導強化指標に該当したものの，その原因が明確で，かつ，原因解

消の具体的な方策が当該学校法人の理事会において決定・共有されている場合

など，必ずしも学校法人運営調査の対象とする必要性がないと判断される場合

には，当該学校法人については学校法人運営調査の対象としない場合もあるこ

と。

3.学校法人に対するきめ細かい集中的な指導の実施（別紙2③，④参照）

(1)学校法人運営調査委員会において，財務の悪化状況，経営指導強化指標への該

当状況，今後の経営改善に向けた取組の状況等を総合的に勘案した上で，経営

基盤の安定確保が必要と判断された学校法人，すなわち経営指導の対象となる

学校法人のうち，経営指導強化指標に該当した学校法人及び経営指導強化指標

に該当していなくても，個別の状況を勘案し，経営指導強化指標に該当した学

校法人と同様の指導が必要と判断される学校法人については， 3年程度を目安

に経営改善の実績を上げるよう，きめ細かい集中的な指導を行うこと。
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なお，きめ細かい集中的な指導の実施期間として目安となる 3年程度の間に，

学校法人運営調査委員会において，下記4.(1)①から③の状況が確認された

場合には，その時点で下記4. の対応を行う予定であること。

(2)きめ細かい集中的な指導の過程で，学校法人自らの経営努力等により経営指導

強化指標に該当しなくなる等一定の経営改善が図られた場合には，学校法人運

営調査委員会においてその状況を確認の上，きめ細かい集中的な指導の対象か

らは除き，財務状況等について必要なフォローアップを行うこと等，当該学校

法人に対する指導の扱いを変更すること。

4. きめ細かい集中的な指導が行われた学校法人のうち，一定の状況が確認される学

校法人への対応について（別紙2⑤，⑥参照）

(1)上記3.(1)のきめ細かい集中的な指導が行われた学校法人について，学校法

人運営調査委員会において，以下①から③の状況が確認された場合には，「学

校法人運営調査委員による調査結果」（通知）において，経営判断を促す内容を

含む予定であること。

① 経営改善の実績が上がらなかった。

② 支払不能すなわち資金ショート又は債務超過に陥るリスクがある。

③ 学校法人の有する資産が，経営難の原因となっている組織廃止に必要となる

額を下回るリスクがある。

(2)上記4. (1) の通知には，以下の内容を盛り込む予定であること。

①経営改善の実績が上がっておらず，支払不能すなわち資金ショート，債務超過，

組織廃止に必要な資産不足に陥るリスクがあること。

②必要と考えられる見直し内容を示して，経営上の判断をすること（部局の募集

停止，設置校の廃止，学校法人解散等を含む）。

③上記①及び②を踏まえ，学校法人はその対応方策の方向性について，財務諸表

や事業報告書等に明記すること。

④学校法人が上記③により公開した内容を文部科学省において公表する予定で

あること。

5.上記の学校法人に対する経営指導の充実は，私立学校の自主性を重んじること，

また，国民が安心して大学等において学ぶことができる環境を整えることにより

私立学校の公共性の向上を図ることを通じて，私立学校の健全な発達を図るよう，

実施すること。

く本件連絡先＞

上記1. 2. 4. 5. について

文部科学省高等教育局私学部参事官付 私学経営支援企画室企画・法規係

TEL : 03-5253-4111（内線3320)FAX : 03-6734-3396 

上記3. について

文部科学省高等教育局私学部参事官付 学校法人経営指導室経営指導第二係

TEL : 03-5253-4111（内線2537)FAX : 03-6734-3396 
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◆学校法人運営調査
学校法人の健全な経営の確保に資することを目的として、学校法人の管理運営組織、その活動状況及び財務状況等に
ついて実態を調査するとともに、必要な指導・助言を実施。（昭和59年より）
2020年までの間を「私立大学等経営強化集中支援期間」と位置付け、平成27年度より制度の一層の充実を図っている。

学校法人運営調査委員 I*H孟儡言醤悶孟人程度委員（知構成
・私学理事（長）、学長／経験者
・弁護士
・公認会計士
・研究者／教授
・民間経験者
（マスコミ・ジャーナリスト等）
米文部れ学斎組織規則；；；心5条；；； 1項`；；；4項
及び第5項に基づさ委員としての職務を遂行芯

~ --

指導・助言
く書面審査、実地調査等を寒施＞、、

'四J悶教学面

指導・助言に対する
改善状況報告

◆経営改善に向けた指導・助言
経営状況が特に厳しいと認められる学校法人に対しては、経営改善計画(5か年）に基づく経営改善状況の報告を求めると
ともに、ヒアリング等を通じて個別に指導・助言を継続。

対象：全文部科学省所轄学校法人

”＿ ＿炒 ―-各学校法人：一、—\ ,_ _____- *2020年までに全蝉法人の約半数に実施予定
=--------~部空完謬込—--ー-―ーーニ—-―ニ-----------__ ___ ---------

文部科学省
ー経営指導一

0学校法人に経営改善
状況の報告を求め、

経営改善の進捗状況

を把握

0学校法人運営調査委
員等によるヒアリング

を通じて、経営改善

の着実な実施に向け

た指導・助言を実施

経営改善計画の提出・報告等

＼ 経営指導等
経営指導の対象法人

経営相談等

/L 
＜／経営改善計画の作成支援等

ー一＾／ ＼＼「

～`～、 経営改善計画の作成”---r」や

【経営改善計画（モデル）】

1経営改善計画最終年度における財務上の数値目標
（現状分析含む）
2建学の精神・ミッションを踏まえた学校法人の目指す
将来像

3．実施計画（現状、問題点と原因、対応策）
(1)教学改革計画
①設置校・学部等の特徴（強み弱み・環境分析）
②学部等の改粗・募集停止・定員の見直し等
③カリキュラム改革・キャリア支援等
(2)学生募集対策と学生数・学納金等計画

(3) 外部資金の狸得•寄付の充実·遊休資産処分等計画
(4)人事政策と人件費の抑制計画
(5)経費抑制計画（人件費を除く）
(6)施設等整備計画
(7)借入金等の返済計画
4．組織運営体制
(1)理事長・理宰会等の役割・黄任とプロジェクトチーム
の設置等による経営改善のための検討・実施体制
(2)情報公開と危機意識の共有
5財務計画表
6経営改善計画実施管理表

私学事業団
ー経営相談一

0経堂上の問題点につ
いて現状分析、問題

点の把握、考えられ

る対応策を整理して

アドバイス

0必要に応じて、人材
バンク登録の専門家

（公認会計士、弁護

士、社会保険労務士、

教学専門家等）と共

同で実施

（情報共有・意見交換）
〗
l
l捧
1



学校法人に対する経営指導の充実 Cコ新しい要素の部分

①経営指導強化指標の設定
径営悪化傾向にはあるものの直ちに
径営改善に取り組めば改善の余地カ
，ヽう目安

「運用資産ー外部負債」がマイナス
経

経営指導強化指標をはじめ、

経営判断指標、定員充足状況等勘

案し、学校法人運営詞査委員会で
決定

② 学校法人運営調査対象法人

・教学面、管理運営面、財務面のチェック

・実地調査

⇒必要な指導・助言、通知

一部法人

経営判断指標の悪化状況、経営指導強化指標への該当状況、今後の経営改善に

向けた取組の状況等を総合的に勘案した上で、学校法人運営訓査委員会において経
営基盤の安定確保が必要とされた場合

・中でも、経営指導強化指標に該当した法人

・経営指導強化指標に該当しなくても個別の状況を勘案し、経営指導強化指標

該当法人と同様の指導が必要と学校法人運営調査委員会で判断する法人

③経営の指尊を行う法人

・経営改善計画の作成・提出を求め、経営改善の進捗状況を把握

・学校法人運営訓査委員等によるヒアリングの実施
⇒経営改善の着実な実施に向けた指導・助言、通知

3年程度を目安に経営改善実績を上げるように、上記の取組をきめ細かく集中的に指導

⇒経営改善の着実な実施に向けた指導・助言、通知

④法人自らの経営努力等により経堂指導強化指標に該当しなくなる等一定の経営改善が図られた場合には、

きめ細かい集中的な指導の対象から除き、必要なフォローアップ等指導の扱いを変更

財
務
壮
所
IT‘
悪
化
仰
后

＾ ｛ ＜ ／‘/  ｝ へ：ふ：、らグ／、ヽ／； ｝ 

措置命令や解散命令等の対象となり得る I 法令達反、所轄庁の処分這反、寄附行為.. [ ） 
措置命令に従わず、法令逗反の状態が

ような事態に至っている場合
逗反、運営の著しい不適正が認められる 措置命令に従わない場合 継続し、他の方法でも監督目的が達成で

ヨ
場合

→ 
きない場合

冒l 大学設置・学校法人審議会の意見を聴い l 報告及び立入検査
た上で、募集停止を含めた措置命令 ［ 役員の解任勧昔 解散命令

私学法63条 私学法60条 私学法60条 私学法62条



日本私立学校振興・共済事業団HP (http ://www. sh i gaku. go. jp/s_center _menu. htm) より
巴

平成30年度 私学経営情報センターが行う

サービスのご案内
私学経営情報センターでは、学校法人の経営改善の支援及び教育条件及び経営に関する
情報の収集・提供業務を行っております。当センターで提供している主なサービス内容と
連絡先は以下のとおりです。経営相談、財務分析、会計処理、講演など幅広いサービスを
提供しておりますので、ぜひご利用ください。

学校法人の要望例 -------.._ r一一 私学経営情報センターで提供可能なサービス
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〇会計処理のご質問
会計処理の仕方を教えてほしい

0基礎調査等のご質問
基礎調査票e—マネージャの入カ・操作
等について教えてほしい

の閲覧
法人の業務改善の
規程集等

0財務分析
学校の財務分析資料がほしい

0教育情報の活用・公表
大学等のさまざまな特色や取組を検索
したい

0経営者や職員の研修・育成
私学経営に関する短期集中型の研修
を受けたい

------・““““---“““““・_―“““ーー・・ー・・・・ー・“ー・―““““““・・_““→

:0研修会実施の支援
： 学固の役員、教員、職員を対象にした：
： 研修会の実施に協力してほしい ＇ 
し-----------------~---------------~’
!〇改革事例等の紹介
： 教育改革等について他校で実施して ： 
： いる具体的な事例を紹介してほしい ： 

心^^ ’／ /^ ̀ ”^  / ／心"̂ ‘’””̂ 入／ ／知”^^””/ ^‘/ 9^ ／一＾巫／＾”~～＾一＾ ＾一“^…”^/ -9  / ^ 

（私学情報資料室）奮03(3230)7846~7848 I 
学校法人関係者を対象に、大学・短期大学法人の規程集等が 姿

閲覧できます（私学振興事業本部（九段事務所1階）） § 
~ ~ ~ ~ ~ 必 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 砂ぶ

0経営上の問題への解決策の提案
「学生募集」「人件費削減」等の経営
上の問題について、学園の現状に
あった提案をしてほしい

イ等（デンをータ出ター力提ネ•供ッ閲ト）覧をで奮利き0用3るし(シ3て2ス3学0テ園)ム7が8（4私直6~学接7情、8以4報8下提の供デシースタテやム分）を析提資供料
しています
◇学生数◇財務データ◇財務比率表◇今日の私学財政等

分「（依私析頼学デ情にー基報タ提づをく供作資シ成料ス・提提テ供供ム）し」でま奮作す0成。3ご(で3利2き3用な0)いに7 839 特別な加工
あたっては、が私必学要事な業

団（内へ容「情によ報り提、供日依数頼を書要」しをま提す出）していただきます

（セミナー） 奮03(3230) 7849 • 7850 
理事長・学長向けにリーダーズセミナーを、若手職員向けにスタ
ッフセミナーを開催しています
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0経営改善計画の作成支援
学校法人活性化・再生研究会最終報
告で提案されている、目標と期限を
明確にした経営改善方策を作成し、
経営改善に努めたいが、その作成を
支援してほしい

「学校法人活性化・再生研究会最終報告」
http:llwww.shigaku.go.jp/s_center_saisei.pdf 
16ページ～18ページ、31ページ参照

「経営改善計画立案・実施のための参考資料」
http:l/www.shigaku.go.jp/s_kaizenkeikaku.htm 

（経営相談）奮03(3230)7826
●学園を訪問し、経営改革のキーパーソンとなる役員及び教職
員の方々にヒアリングしながら、解決策を探ります
●学園の抱える経営上の問題点について現状分析、問題点の
把握、考えられる対応策を整理してアドバイスをします
●必要に応じて事業団の人材バンクに登録している専門家
（公認会計士、弁護士、社会保険労務士、教学専門家等）と
共同で実施します
●経営改善計画の進捗状況を踏まえ、適時適切な助言等を行
います

※左記の要望に対する連絡先は同色で囲まれた右欄内の電話番号となります。



学校法人会計某準 第七号様式（第35条関係）

貸 1昔対瞑芳

年月日

（単位円）

資産の部

科目 本年度末 前年度末 増減
固定資産

有形固定資産

土地

建物

構築物

薮究用擬器備品

管理用横器備品

図吝

車両

建設仮勘定

（何）

その他の固定資産

借地権

電話加入権

痣設利用権

負債の部

科目 本年度末 前年度末 増 減
固定負債

長期借入金 ~ ｝ 

＇ ， </ // ~ / 
， 

； 

退職給与引当金

（何）

流動負債

短期借入金‘ヽ ／ ／ゞ／芦‘//‘: / ふ了~ ヅ

1年以内償還予定学校債 ヽ

手形債務
／ヅ

末払金 、‘‘
前受金

預り金

（何）

負債の部合計

純貸産の部

科目 本年度末 前年度宋 増減

基本金

第1号基本金

第2号基本金

第3号基本金

第4号基本金

繰越収支差額

翌年度繰超収支差額

純貸産の部合計

負債及び純貸産の部合計

／
~
／
‘
ク
、
、
、
‘
‘
‘
/
‘
、
さ
る

外
部
負
債

／
／
く
、
~

（何）

流動資産

未収入金

貯蔵品

短期貸付金

注記直要な会計方針

童要な会計方針の変更等

減伍償却額の累計額の合計額

徴収不能引当金の合計額

担保に供されている資産の種類及び額

翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する貸金を有していない場合のその旨と対策

その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

（注） 1 この表に掲げる科目に計上すぺき金額がない場合には、当該科目を省路する様式による
ものとする。

2 この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合には、その科目を追加する様式による

ものとする。

（何）

登産の部合計

国



学校法人会計某準 第五号様式（第23条関係）

亭業活動収支計算吝

月 日から
月 日まで悶

科 目 予 算 決 哀 差 異

学生生徒等納付金

授業料

入学金

冥験冥音科

抱設設憐貸企

（何）

手数H
入学検定料

試料

証明手数料

（何）

i 寄付金特別寄付金一般寄付金

哭 現物寄付

の 経常費等補助金

部 国庫補助金

培方公共団体補助今

（何）

付随亭業収入

補助活動収入

附展事業収入

受託事英収入

（（可）

性収入

i 塁
絃設設備利用：tt

廃品売却収入

（何）

教行活動収入計 ..'., ".、、、 ／ ／ ： ／ ／、：、、／ 9-

秤 目 予 算 決 ，，， 差 異

人件費

教員人件費

戟員人件費

役員親困

退寂給与引当金繰入額

退哀金

（（可）

教打研究経費

i 支

泊粍品費

光熟水費

旅費交通費

奨学費

出 減価償却頷

の （何）

部管理経費

梢粍品費

光熟水費

妹費交通費

阪匂償却額

（何）

徴収不能額等

徴収不能引当金繰入顆

徴収不飴額

二敏育活鯰支臼託鸞／夜麟襲、｀亨翌~｀麿嬉喜羨

I 教育活動収支差碩 I 

巣位

科 目 予 算 決 算 差 呉

i ! 
受取利．色・配当金

第3号基本金引当特定貸産運用収入

その他の受取利息・配当今

その他の教宵活動外収入

収益事莱収入

（何）

敦百活動外収入魯い＇‘,、さ：＇ 9、’',’9、99::':9:'9,、‘',、 ‘ / /‘ ＇ へヘヽ 、＜・

j i 科目 予 算 決 算 差 異

借入金等利息

倍入金利~e、

学校債利息

その他の教育活動外支出

の （何）
郎

敬宵活動外収支差頷
、、， 経常収支笹碩らり、＇，ふ', '”' ：べ／／ ／ ｛ ／‘／ /シ ＜ 

科 目 干 算 決 算 差 異

貸産売却差額

i 収 （（可）
その他の特別収入

捻設設憐寄付金

現物寄付

入 捻設設儒補助金

瑯の 過年度依正額

特 （何）

<事
特別収入計

科 目 予 算 決 算 差 異

貸産包分差頷

喜塁
（何）

その他の特別支出

災害損失
出 過年度iさ正額
の

（何）
部
特別支出計

特別収支笠額

（予備費J
， ， 

某本金組入前当年度収支差額

基本金組入頷合計 △ △ 

当年度収支差頷

前年度繰越収支差顆

基本金取崩額

翌竿度繰超収支差額

（さ考）

経
常
収
入

|::::::| | | 
（注） 1 この安に指げる科目に計上すぺき金顆がない場合には．当l叉科目を省略する様式による
ものとする。

2 この表に指げる科目以外の科目を設けている塙合に19．その科目を追加する様式による

ものとする．

3 予算の欄の予燐費の項の（ ）内には．予償費の使用顆を記載し． （ ）外に19．未使
用頷を記載する．予憐費の使用額19.9E当科目に振り苔えて記載L、その振笞科目及びそ
の金額を注記する。


